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地方都市では，人口減少に伴って行政サービスの利用者数の減少が見込まれており，厳しい財政状況を

踏まえた施設運用の効率化が求められている．これに加えて，マイナンバーカードの普及，キャッシュレ

ス決済の導入といった情報化の進展により，行政サービス施設への利用者数の減少が想定される．そこで

本研究では，徳島市における行政サービス施設を対象として，情報化の進展に対応した施設運用の方向性

を見出すことを目的とする．このため，支所における証明書発行サービスおよび収納サービスについて，

各支所の施設配置に基づいて，情報化による利用者数の減少を推計する．これに対して，費用削減のため

の施設運用として，職員数減員の影響について，効率性と公平性の観点から評価する．これにより，情報

化の進展に応じて，各支所のサービスレベルを維持できる職員数を提示できる． 
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1. はじめに 

 

電子行政に係る日本政府の新たな戦略として「世界最

先端ＩＴ国家創造宣言」が平成25年6月に閣議決定され，

ＩＴ利活用によるサービス向上や業務システムの運用コ

スト減を目的とした自治体クラウドの導入のほか，行政

運営の効率化や利便性向上を目指す電子自治体推進への

方針が掲げられた1． 

行政情報化の対策および成果について，地方自治の現

場でいくつかの事例が挙げられる．例えば，北海道北見

市では，業務の効率化により「書かない窓口」が実現さ

れている．来庁者の本人確認後に，職員が証明書に必要

な情報を聞き取りながら，システムを利用して申請書の

作成を支援している．来庁者は申請書に署名をするだけ

でよく，申請手続が簡略化されている．広島県呉市では，

放課後児童会（学童保育）の入会・変更・休会・退会と

いう基本的な手続を全てオンライン化している．令和3

年4月の開始以降，ほぼ全ての保護者がオンライン申請

を利用できる．利用者は市役所に行かないで書類提出や

行政手続が完結できるようになっている2．このように，

行政情報化は進展している． 

行政情報化の進展により，行政サービス施設における

窓口サービス利用者数の減少が想定される．また，行政

サービス提供の民間委託が可能になったことで，従来と

異なる新しい地方自治への転換が進められている．具体

的には，マイナンバーカードの普及により，コンビニエ

ンスストアにおいて証明書が発行できるようになる．ま

た，収納にキャッシュレス決済が導入された場合には，

スマホアプリなどでの決済が可能となり，行政サービス

施設で納付する必要がなくなる．これらの場合には，証

明書発行業務および収納業務の減少が見込まれる． 

一方で，人口減少および高齢化が進行する中で，住民

サービスの最前線の役割を担ってきた行政サービス施設

への利用者数の減少が見込まれている．住民の行政サー

ビスへのニーズと行政サービス施設配置の関係が不合理

になっている可能性があると考えられる．一方，地方都

市における厳しい財政状況を踏まえて，行政サービス施

設運用の効率化が求められている． 

ここで，行政サービス施設の評価に関する既往研究で

は，住民の視点から施設利用の利便性，公平性，満足度

等の「行政サービス水準」と，行政サービス施設の運営

管理の視点から「行政コスト」の両方を考慮した指標に
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よって評価している． 

行政サービス施設のサービス水準の評価については，

住民の満足度などに関する研究が多くみられる．例えば，

陳・吉田3は，NPM（New Public Management）の顧客主義

の観点を踏まえて行政サービスへの満足度を用い，基礎

自治体の行政改革の効果を検証している．  

行政コストに関しては，住民一人当たりの行政コスト

を評価指標とする研究，あるいは施設費用対効果に関す

る研究が多い．高野・村木4は，受益者負担の原則に基

づき費用負担のあり方を検討し，都市のコンパクト化に

向けたインセンティブの確保と財政負担の軽減の両立が

可能であることを明らかにしている．謝・角田5は費用

対効果の観点を踏まえ，公共施設の運営管理にかかる経

費と施設の利用率を把握して，施設運営管理費と施設の

利用実態に着目した公共施設マネジメント手法を提案し

ている．森島・村木6は，集約型都市構造実現のために

公共料金の差別化を考えることを目的として，行政サー

ビスに対する受益と負担の関係を基に，郊外部で高い公

共料金を設定するディスインセンティブと都心部で安価

とするインセンティブの組み合わせを検討している． 

以上のように，行政サービス施設のサービス水準およ

び行政コストを評価した知見は整理されている．しかし

ながら，情報化を考慮した行政サービス施設の運用およ

び住民が行政サービスを受ける効率性および公平性につ

いての定量的な検証はみられない． 

そこで本研究では，徳島市における行政サービス施設

を対象として，情報化の進展に対応した施設運用の方向

性を見出すことを目的とする．市内の各地区では，年齢

層別人口分布，交通サービス水準，コンビニ等の行政業

務代替施設の数量，行政サービスへのニーズ等が異なる

ため，施設の利用実績や情報化の影響に大きな差がある

と考えられる．このため，支所における証明書発行サー

ビスおよび収納サービスについて，各支所の施設配置に

基づいて，情報化による利用者数の減少を推計する．こ

れに対して，費用削減のための施設運用として，一部支

所で職員数減員の影響について，地域全体行政サービス

の効率性と公平性の観点から評価する．これにより，情

報化の進展に応じて，各支所のサービスレベルを維持で

きる職員数を提示できる． 

 

 

2．評価方法 

 

情報化の進展に対応した行政サービス施設の運用を評

価するために，その評価方法が必要である．そこで，著

者ら7)によって構成された地方都市における行政サービ

ス施設配置評価方法を参考として，施設運用のための評

価方法を提案する．  

(1) 施設運用評価の構成 

既往研究では，施設配置の評価のために，居住地から

施設までの移動時間と施設での待ち時間を合わせた所要

時間に基づいて，住民側の観点から効率性と公平性の両

面から評価している．このとき，居住地を5次メッシュ

で区分して，同一メッシュの住民は同一施設（支所）を

利用すると仮定している．また，各支所の業務件数は各

支所における利用者数と等しいとしている．本研究にお

いても，これらの基本的な構成は同一とする． 

ここで，情報化の影響はサービス種別により異なる．

情報化の進展により，支所における証明書発行サービス

および収納サービスを利用しない住民の割合が増加する

ことが想定される．そのため，支所の運用評価のために

は，利用対象人口ではなく，サービス種別別の利用頻度

に対応した利用者数を対象とする必要がある．そこで，

各メッシュのサービス種別別利用者数を評価対象とする． 

 

(2) 効率性の評価指標 

行政サービス施設の効率性は，住民が行政サービス受

給のために必要な所要時間の総和で評価する．効率性の

評価指標として，地域全体における利用者が行政サービ

ス受給のために必要な所要時間の総和 Zを式(1)に示す． 

 

𝐙 = ∑ ∑ 𝒙𝒊(𝒕𝒊𝒋 + 𝒘𝒋)𝜹𝒊𝒋

𝒎

𝒋=𝑨

𝒏

𝒊=𝟏

(1)
 

𝐬. 𝐭.      ∑ 𝜹𝒊𝒋 = 𝟏

𝒎

𝒋=𝑨

(𝟐) 

𝑛：メッシュ数，𝑚：施設数， 

𝑥 𝑖：メッシュ 𝑖  の居住者における施設利用者数， 

𝑡 𝑖𝑗：メッシュ 𝑖 から施設 𝑗 までの移動時間， 

𝑤 𝑗：施設 𝑗 での待ち時間， 

𝛿𝑖𝑗：利用ダミー（メッシュ 𝑖 の需要者が施設 𝑗を利用する

場合：1，それ以外： 0 ） 

地域全体の効率性評価指標について，地域全体におけ

る行政サービス施設利用時の所要時間の平均値をRとす

ると，Rは式(3)によって表される． 

𝐑 =
𝒛𝒎𝒊𝒏

∑ 𝒙𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

⁄ (𝟑) 

この指標値Rが小さいほど，地域全体として施設利用

者がサービスを受けるまでに要する時間が短くなること

から，Rが小さい施設運用は効率性が高いといえる． 

 

(3) 公平性の評価指標 

 行政サービス施設運用の公平性については，施設利用

の所要時間についての最大偏差およびジニ係数の2種類

の評価指標を適用する． 
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a) 最大偏差 

最大偏差は，地域全体における最も時間的負担の大き

い利用者の所要時間と地域全体利用者所要時間の平均値

の差である．最大偏差値Qは式(4)で表される． 

𝐐 = 𝐦𝐚𝐱|(𝒕𝒊𝒋 + 𝒘𝒋)𝜹𝒊𝒋 − 𝑹| (𝟒) 

最大偏差値が小さいほど公平性が高いと考えられる．

所要時間の最大値には関わらない施設の運用については，

その格差を表現することはできない．このため，各支所

における職員数の削減に関しては，評価値が変動しない． 

b) ローレンツ曲線に基づくジニ係数 

施設配置についてのジニ係数として，所要時間を用い

た算定方法の提案がなされている．地域全体における住

民間のジニ係数をVとすると，式(5)で表される．  

𝐕 = 𝟏 −
𝟏

𝑼
∑ (

∑ 𝑻𝒌 + ∑ 𝑻𝒌
𝒌
𝟏

𝒌−𝟏
𝟏

∑ 𝑻𝒌
𝑼
𝟏

)

𝑼

𝟏

(𝟓) 

𝑈：地域全体における施設の利用者数， 

𝑇𝑘：地域全体における施設利用者の所要時間を昇順に並

べた第𝑘人（𝑘∈[1～𝑈]）の所要時間． 

ジニ係数Vは施設利用者間の不均一度を表す．ジニ係

数Vが小さいほど施設運用の公平性が高いと考えられる． 

 

 

3．徳島市の行政サービス施設への適用 

 

(1) 対象地域 

本研究では徳島市を分析対象地域として取り上げる．

徳島市では行政地区23区のうち14ヵ所に支所を設置して

いる．本研究では，支所所管地域に関わらず，利用者は

居住地から施設までの移動時間が最小となる施設を利用

すると仮定する．移動時間については，自動車利用によ

る最短経路探索結果を適用する．5次メッシュを単位区

分として，対象地域を利用対象となる施設（支所および

市役所）で区分して図-1に示す．各支所について，5次

メッシュ単位での該当メッシュの年齢層別人口を集計す

ることで年齢層別利用対象人口が算定できる． 

つぎに，支所の規模および各支所におけるサービス種

別業務件数を表-1に示す．市役所までの距離が近い中心

部周辺支所A～Eでの職員数は4~5人が配置されている．

市郊外部に位置する支所G，支所H，支所I，支所J，支

所Nの5支所での業務件数は1万件未満であり，職員数は

3 人である．支所Fでは，業務件数が1万件以上であるが，

職員数は3人となっている．サービス種別について，い

ずれの支所においても証明書発行が多い． 

 

(2) サービス種別業務件数モデルの推定 

本研究では，情報化による利用者数の減少を推計する

こととしている．各支所におけるサービス種別業務件 

  

図-1 利用支所による地域区分 

 

表-1 各支所でのサービス種別業務件数 

 

 

数データはあるものの，サービス種別利用者数は把握で

きていない．そこで，支所の利用者は各回に1件のみ業

務を受けることと仮定する． 

既往研究7)では，4種類のサービス種別業務件数を合計

した業務件数を推計している．しかしながら，情報化を

考慮した行政サービス施設への影響を考慮するためには，

コンビニでの証明書発行業務，キャッシュレス決済が導

入された収納業務など，サービス種別に対応した定量的

な変化を推計する必要がある．このため，サービス種別

に区分して，業務件数を推計可能なモデルとする． 

各支所における年齢層別利用対象人口とサービス種別

業務件数の関係について，線形回帰モデルを適用する． 

それぞれのサービス種別において，試行錯誤の結果とし

て，説明変数となる対象年齢層別人口を特定した． 

表-2は証明書発行業務件数モデルの係数パラメータ推

定結果である．調整済み決定係数は0.959であり，適合 

徳島市

市役所
中心部周辺支所
郊外部支所

利用支所に
よる地域区分

(5次メッシュ)

支所
番号

職員数
業務件数

(件)
証明書発

行
届出受付 収納 その他

A 4        15,692        14,103          1,170 ―             419

B 4        15,428        13,853          1,039 ―             536

C 4        13,616        12,130          1,165 ―             321

D 5        17,988        16,096          1,328 ―             564

E 4        14,105        12,295          1,275 ―             535

F 3        11,590          9,361             696 1,279             254

G 3          4,467          2,980             206 1,173             108

H 3          6,670          3,630             235 2,730               75

I 3          2,075          1,130             127 765               53

J 3          7,772          5,244             350 2,023             155

K 5        18,726        14,591          1,521 2,010             604

L 4        17,267        13,783             400 2,805             279

M 5        18,140        13,709          1,345 2,449             637

N 3          4,360          3,342             230 587             201
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表-2 証明書発行業務件数モデルの係数パラメータ推定結果 

 

 

表-3 届出受付業務件数モデルの係数パラメータ推定結果 

 

 

度は十分である．非年少人口(15歳以上人口)の係数推定

値が正で有意であり，証明書発行業務件数と明確な関連

がみられる．また，支所Lは車検証を発行する運輸支局

が区域に位置することから，自動車税納税証明書の発行

のため，他支所に比較して証明書発行業務件数が多いと

考えられる． 

表-3は届出受付業務件数モデルの係数パラメータ推定

結果である．調整済み決定係数は0.965であり，適合度

は十分である．利用対象非高齢人口(65歳未満人口) の係

数推定値が正で有意であり，届出受付業務と明確な関連

がみられる．支所がない行政地区に近接する支所Mでは，

郊外部の他支所より業務件数が多い． 

表-4は収納業務件数モデルの係数パラメータ推定結果

である．収納業務は周辺部9ヵ所では提供されているた

め，この9ヵ所のみを対象として推定している．調整済

み決定係数は0.886であり，概ね適合していると考えら

れる．利用対象高齢人口(65歳以上人口)の係数推定値が

正で有意であり，証明書発行業務件数と明確な関連がみ

られる．支所Lと支所Hでは郊外部の他支所より業務件

数が多い． 

表-5はその他業務件数モデルの係数パラメータ推定結

果である．調整済み決定係数は0.920であり，適合度は

十分である．利用対象成人人口(20歳以上人口) の係数推

定値が正で有意であり，その他業務と明確な関連がみら

れる．また，支所Mでは郊外部の他支所よりその他業務

件数が多い． 

 

(3) 現状の評価 

サービス種別業務件数モデルの係数パラメータ推定結

果を用いて，5次メッシュ別のサービス種別利用者数を

算定できる．支所別の待ち時間は，支所別利用者数に応

じて待ち行列モデルより算定できる．各メッシュにおけ

る施設への移動時間と支所別の待ち時間より，各メッシ

ュにおける所要時間が算定される．これらの指標を用い

て，効率性および効率性の評価指標を算定する． 

現状における地域全体の評価結果を表-6を示す．効率 

表-4 収納業務件数モデルの係数パラメータ推定結果 

 

 

表-5 その他業務件数モデルの係数パラメータ推定結果 

 

 

表-6 地域全体の評価結果 

 

 

表-7 支所別の評価結果 

 

 

性評価値R（所要時間の平均値）は15.04分となる．所要

時間の最大値は支所Gの39.75分である．公平性指標の最

大偏差値Qは24.71分（=39.75-15.04）である．地域全体の

ジニ係数値Vは0.128となっている． 

支所別の評価結果を整理して表-7に示す．各支所の待

ち時間による格差は大きくない．支所Gは山林地域に位

置しており，平均移動時間が最も大きい．支所Hはいく

つかの支所が隣接しているため，平均移動時間が最も小

さい．一方，所要時間最大値についても格差がみられる．

支所Gの所要時間最大値は，支所Aの2.3倍（=39.75/17.02）

である．また，各支所を利用する住民間の不均一度(ジ

ニ係数)は，支所Gで最大であり，支所Iでも高い．支所H

ではジニ係数が低く，支所Hの利用者間における公平性

  係数推定値  t 値

利用対象非年少人口 0.7138 17.03 ***

支所L固有ダミー 9548 4.26 **

**:1%有意

  係数推定値  t 値

利用対象非高齢人口 0.07024 18.086 ***

支所M固有ダミー 566.9 3.138 **

**:1%有意

  係数推定値  t 値

利用対象高齢人口 0.4223 6.048 ***

支所L固有ダミー 1995 2.999 *

支所H固有ダミー 1800 2.689 *

*:5%有意

  係数推定値  t 値

利用対象成人人口 0.02587 11.391 ***

支所M固有ダミー 315.5 2.743 *

*:5%有意

効率性R値 最大偏差Q値 ジニ係数V値

地域全体 15.04 24.71 0.128

支所
番号

利用者数
(人)

平均移動
時間(分)

平均待ち時
間(分)

所要時間
最大値(分)

支所別ジニ
係数

A        15,692 5.87 7.11 17.02 0.089

B        15,428 7.30 6.94 22.81 0.114

C        13,616 7.09 7.33 23.48 0.121

D        17,988 6.34 7.05 18.39 0.080

E        14,105 6.51 7.41 27.29 0.092

F        11,590 8.80 7.41 29.15 0.120

G          4,467 13.53 7.65 39.75 0.164

H          6,670 5.85 8.13 18.49 0.064

I          2,075 8.22 8.43 31.69 0.162

J          7,772 9.95 7.67 35.38 0.127

K        18,726 9.85 7.69 31.66 0.117

L        17,074 8.63 6.78 22.75 0.130

M        18,140 6.80 7.66 21.51 0.107

N          4,360 8.47 7.18 20.45 0.093
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が高い． 

 

 

4. コンビニ交付を考慮した評価 

 

本章では，マイナンバーカードの普及状況に基づいて，

コンビニ交付を考慮した施設利用者数を推計するととも

に，施設利用者数減少に対応した職員減員による影響を

評価する． 

 

(1) マイナンバーカードの普及状況 

コンビニでの交付システムにより証明書発行サービス

を受けたい場合には，マイナンバーカードが必要である．

徳島市では平成29年10月から，マイナンバーカードを利

用してマルチコピー機のあるコンビニエンスストアで証

明書の交付を受けることができる「コンビニ交付サービ

ス」が開始されている．コンビニでの証明書発行サービ

スの利用に応じて，支所の利用者が減少することが想定

される．支所業務において，証明書発行サービスの割合

は比較的高いため，顕著な影響があると考えられる． 

そこで，マイナンバーカードの普及率について把握す

る．全国における2021年までのマイナンバーカードの普

及状況を図-2に示す．2019年までの保有者数は2000万人

以下に留まっていた．2019年6月に閣議決定された「マ

イナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進

に関する方針」の実施後の2020年からは，保有者数の明

確に増加し，普及率が上昇している．行政手続をオンラ

インで完結させるためには，公的個人認証サービスと電

子証明書が格納されたマイナンバーカードが不可欠であ

る．このため，コロナ感染の拡大に伴って，普及率が上

昇したと考えられる． 

つぎに，徳島市におけるマイナンバーカードの普及状

況を図-3に示す．2019年では全国平均よりも低い12.5%

の普及率であった．それ以降に普及率は急速に増加し，

2021年では41.5%に達しており，全国平均とほぼ近似し

ている．  

マイナンバーカードの交付状況は，2020年3月から毎

月1日に，総務省より公表されている．全国5歳刻みの性

別年齢層別にマイナンバーカードの交付実績と市区町村

の交付枚数，人口に対する交付枚数データが発表されて

いる8)．2022年4月1日時点で全国における性別年齢層別

（0～14歳，15～64歳，65歳以上）のマイナンバーカー

ド交付率を表-8に示す．65歳以上男性の交付率が5割以

上で最も高い．一方，14歳以下の交付率は3割程度であ

る．最も低い．65歳以上のみ性別の差が顕著にみられる． 

 ここで，徳島市における性別年齢層別の人口構成

（比率）は，全国の構成と近似している．また，マイナ

ンバーカードの普及率は，全国の普及率と同程度である．  

 

図-2 マイナンバーカードの普及状況（全国） 

 

 

図-3 マイナンバーカードの普及状況（徳島市） 

 

表-8 性別および年齢層別のマイナンバーカード普及状況 

 

 

徳島市における性別年齢層別のマイナンバーカード保有

率は把握できないため，全国平均の性別年齢層別保有率

と同一と仮定する．また，徳島市内における普及率の地

域差はないと仮定する．これにより，徳島市内の各メッ

シュにおけるマイナンバーカード保有者数を推計するこ

ととする． 

 

(2) コンビニ交付を考慮した施設利用者数の推計 

前節では，マイナンバーカードの普及状況に基づいて，
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(千人)
マイナンバーカードの普及状況(徳島市)
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45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

保有者数 人口に対する普及率

(％)

性別及び年齢層別 人口
マイナンバーカ
ードの交付枚数

交付率

0～14歳（男）            7,852,993            2,535,383 32.3%

0～14歳（女）            7,466,138            2,440,871 32.7%

15～64歳（男）          38,377,387          16,510,598 43.0%

15～64歳（女）          37,189,165          16,763,009 45.1%

65歳以上（男）          15,567,512            8,118,287 52.1%

65歳以上（女）          20,200,991            8,502,649 42.1%

全国        126,654,186          54,870,797 43.3%

徳島市               252,093               106,311 42.2%
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メッシュ別マイナンバーカード保有者数を推計した．こ

こでは，マイナンバーカード保有者のコンビニ交付を考

慮して，支所での証明書発行サービスの利用者数を推計

する． 

マイナンバーカード普及に伴って，証明書発行サービ

スにおけるコンビニ交付も急速に増加している．図-４

に示すように，全国における証明書発行サービスのコン

ビニ交付通数は，2019年までは緩やかな増加であった．

2019年以降，年間交付通数は急激に上昇している．2021

年の証明書発行サービスのコンビニ交付通数は，2016年

に比べて9倍である．それに対して，コンビニ交付通数

のマイナンバーカード保有者数に対する比率は，2019年

以降では安定している．このため，当面の推移に関して

は，マイナンバーカード普及率にコンビニ交付通数は比

例すると仮定できる． 

住民によるコンビニでの証明書発行サービスの利用に

は，その状況に依存することも考えられる．例えば，居

住地から支所まで近くても，支所の非営業時間に相対的

遠い24時間営業のコンビニでサービスを利用する可能性

がある．あるいは買い物行動の付加的に，コンビニ交付

を選択することも考えられる．しかしながら，本研究で

は簡単のため，居住地からの距離を基準として選択され

ると仮定した．すなわち，住民は居住地から支所がコン

ビニより近ければ，支所を利用することとする． 

居住地（5次メッシュ中心点）から最寄りのコンビニ

までの距離は支所までの距離より近いことを条件とし

て，コンビニ交付が利用する可能性がある地域を判定し

た結果を図-5をに示す．ただし，徳島市外のコンビニは

考慮していない点は留意する必要がある． 徳島市内の

コンビニの分布は，主に中心部と北部を位置している．

一方，支所Gが位置する山林地域，支所I，支所M，支所

Nが位置する郊外部にはコンビニが少ない．このため，

コンビニ交付の可能性がない5次メッシュが多い． 

コンビニ交付が利用できる対象は，15歳以上のマイナ

ンバーカード保有者である．ここで，現状での徳島市民

へのコンビニ交付は「住民票の写し，印鑑登録証明書，

戸籍全部（個人）事項証明書，戸籍の附票の写し」の4

種類の発行に限定されている．この4種類の証明書発行

サービスについて，全国における2020年のコンビニ交付

通数は約1,290万件である．15歳以上のマイナンバーカー

ド保有者は約4,989万人であり，コンビニ交付の利用割

合は25.86%と算定できる．徳島市において，15歳以上の

マイナンバーカード保有者は101,685 人であることから，

コンビニ交付通数を26,291件と推計した．徳島市全域で

のコンビニ交付通数を，15歳以上のマイナンバーカード

保有者数の割合で，コンビニ交付の可能性がある地域

（図-5で青色のメッシュ）に割り当てた．利用支所での

区分により，5次メッシュのコンビニ交付通数推計値を 

 

図-4 コンビニ交付の利用状況 

 

 

図-5 コンビニ交付の可能性がある地域の判定結果 

 

表-9 コンビニを考慮した支所別業務件数 

 

 

集計した結果を表-9に示す．支所G，支所I，支所M，支
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1400
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0

コンビニ交付通数 保有者数に対する比率

(万件)
コンビニ交付の利用状況

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

30

25

20

15

10

5

0

(％)

徳島市

コンビニ
市役所
中心部周辺支所
郊外部支所

コンビニ交付の可能性があり
コンビニ交付の可能性 がなし

(5次メッシュ)

支所
番号

業務件数
(件)

証明書のコンビ
ニ交付件数推

計値(件)

コンビニ交付を
除いた業務件

数(件)
比率

A               15,692                 2,124               13,568 86.5%

B               15,428                 2,072               13,356 86.6%

C               13,616                 2,559               11,057 81.2%

D               17,988                 2,796               15,192 84.5%

E               14,105                 2,450               11,655 82.6%

F               11,590                 1,517               10,073 86.9%

G                 4,467                       8                 4,459 99.8%

H                 6,670                   824                 5,846 87.6%

I                 2,075                     65                 2,010 96.9%

J                 7,772                   983                 6,789 87.3%

K               18,726                 2,108               16,618 88.7%

L               17,267                   778               16,489 95.5%

M               18,140                   694               17,446 96.2%

N                 4,360                   434                 3,926 90.1%
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所Nはコンビニが少ない郊外部に位置するため，コンビ

ニでの交付通数が少ない．支所Lについては区域人口に

対応しない現状の業務件数があり，支所利用比率が高く

推計されている． 

 

(3) 職員減員による影響の評価 

コンビニ交付による支所別の業務件数の減少に伴って，

各支所の業務量を考慮して適正に職員配置をする必要が

ある．ここでは，14支所のいずれか一支所で一人減員し

た場合について，地域全体の効率性と公平性への影響を

検討する． 

職員減員により待ち時間が増加するため，所要時間の

増加する．所要時間の増加による地域全体の効率性およ

び公平性への影響について，効率性指標R，公平性指標

Q，公平性指標Vにより評価する． 

コンビニ交付に対応した各支所での職員減員による地

域全体における効率性指標R値の推計結果を図-6に示す．

コンビニ交付がない現状に比べて，証明書発行のコンビ

ニ交付により，地域全体の平均所要時間が減少し，地域

全体の効率性が上昇する．コンビニ交付に対応した職員

減員について，支所A，支所F，支所Jのいずれかの支所

で一人減員の場合には，効率性指標R値は現状に比べて

大きくなり，効率性が低下する．この3支所以外では，

いずれかの支所が一人減員の場合にも，効率性指標R値

はコンビニ交付のないの現状に比べて小さく，現状より

も効率性が高く，すくなくとも効率性は維持される． 

公平性指標の最大偏差値Qの推計結果を図-7に示す．

コンビニ交付により平均所要時間が低減されるため，最

大偏差値が大きくなる．コンビニ交付により支所Gで一

人減員した場合には，Q値は大きくなり，さらに公平性

が低下する． 

公平性指標のジニ係数値Vの推計結果を図-8に示す．

現状に比べて，コンビニ交付により所要時間が短縮され

る利用者について，所要時間が維持される郊外部支所の

利用者との格差が拡大する．このため，ジニ係数値Vが

大きくなり，地域全体における住民間の不均一度が増加

する．コンビニ交付により支所F，支所G，支所Jまたは

支所Kで一人減員した場合には， V値が大きくなり，さ

らに格差が拡大する． 

 

 

5. キャッシュレス決済の普及による影響の評価 

 

政府が2017 年に公表した「未来投資戦略」では，今

後 10 年間でキャッシュレス決済比率を3～4 割程度とす

ることを目指すとされている．2018 年の「キャッシュ

レス・ビジョン」では，目標期限が2025 年に前倒しさ

れ，将来的には世界最高水準の 80％を目指すとされて 

 

図-6 コンビニ交付に対応した減員による効率性指標R値 

 

 

図-7 コンビニ交付に対応した減員による公平性Ｑ値 

 

 

図-8 コンビニ交付に対応した減員による公平性Ｖ値 

 

いる．2020 年以降では，新型コロナウイルス感染症の流

行を受け，接触機会を減らすリモート化およびキャッシ

ュレス化の導入が急速に進展している．徳島市では，市

税，保険料などの納付は電子決済サービスを利用するこ

とができるようになった．スマホアプリ決済を利用した

市税等の納付比率は10%である． 

ここで，4種類の支所業務では，収納業務の平均業務

時間が最も長い．このため，利用者数の減少に伴い，待

ち時間の低減による所要時間の短縮効果も高いと考えら

れる．そこで本章では，郊外部支所9ヵ所の収納業務を
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対象として，キャッシュレス決済の普及による影響を評

価する． 

収納業務のキャッシュレス決済の利用率の増加に対応

した影響について，地域全体の効率性指標Rおよび公平

性指標の最大偏差値Qおよびジニ係数Vにより評価する． 

キャッシュレス決済の利用率は10％刻みで最大50％まで

増加することを想定する．また，利用率の地域差はない

と仮定する． 

キャッシュレス決済の利用率に対応した効率性指標R

（平均所要時間）および最大偏差値Qを図-9に示す．利

用率に対応してR値が減少し，効率性が向上する．それ

に対して，所要時間の最大値が変化せず，平均所要時間

（R値）が減少するために，最大偏差値Qは増加する．

一方，図-10に示すように，利用率に対応してジニ係数

V値は減少し，不均一度が低下する．これは，支所利用

による所要時間が大きい郊外部においても，利用率に応

じてキャッシュレス決済により支所利用者が減少するた

めである． 

 

 

6. おわりに 

 

本研究では，徳島市の行政サービス施設の支所を対象

として，証明書発行サービスのコンビニ交付および収納

サービスのキャッシュレス決済による利用者数の減少を

推計するとともに，効率性と公平性の両面から評価した．

本研究の成果は，以下のように整理できる． 

[1] 証明書発行サービスのためのコンビニ交付システム

の導入により効率性が向上する．コンビニ交付に対応し

た職員数の一人減員による効率性への影響に関しては，

現状（コンビニ交付なし）と比較して平均所要時間が大

きくなる支所もあるが，現状以下に留まる支所もある．

このため，職員減員する支所を適切に選定することで，

少なくとも現状レベルの効率性は維持できる． 

[2] コンビニエンスストアは，郊外部においては店舗数

が少ない．このため，支所から遠い郊外部居住者の所要

時間の短縮には効果が得られず，所要時間の格差は拡大

することになる．職員数の一人減員による公平性への影

響に関しては，郊外部支所では格差が拡大される場合も

あることに留意が必要である． 

[3] キャッシュレス決済の普及に応じて所要時間が短縮

され，効率性が向上する．キャッシュレス決済は代替施

設の空間分布による制限がなく，居住地から行政サービ

ス施設への移動時間が大きい利用者において短縮幅が大

きい．このため，キャッシュレス決済の普及により，所

要時間の不均一度も低下することがわかった． 

 なお，本研究では，いくつかの仮定をおいている点に

留意する必要がある．これを改善するために，今後の課 

 

図-9 キャッシュレス決済普及による効率性指標Ｒ値の変化 

 

 

図-10 キャッシュレス決済普及による公平性指標Ｖ値の変化 

 

題として，以下の点が挙げられる． 

[1] 証明書コンビニ交付の利用者の分布について，性

別・年齢層だけでなく，勤務地，利用交通手段などの影

響も考慮する必要がある． 

[2] 収納業務のキャッシュレス決済について，年齢層別

の利用率の差異を考慮する必要がある． 
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